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第5章 計画段階環境配慮書についての専門家等からの助言 

計画段階環境配慮書についての専門家等からの助言 5.1 

環境影響評価法に基づく主務省令（廃棄物の最終処分場）に規定する計画段階配慮事項の選定、

計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法、調査、予測及び評価の手法の選定、並びに配慮書等

の作成に関する専門家から受けた助言の内容は、第 5.1-1 表のとおりである。 

 

第 5.1-1 表 専門家からの助言の内容と対応 

分類 
助言を受けた 
専門家の所属 
（専門分野） 

内容 対応 

水質 

大学准教授 

（沿岸海洋学） 

・水質の調査・予測で潮流場が必要と考えら

れる。 

・方法書段階以降の検討において、現

況の潮流調査を実施した上で潮流の

再現計算・予測計算を行い、水質を

予測する。 

・新たな環境基準として検討されている「透

明度」、「底層 DO」や「重金属」等の観点と

ともに、次の段階では調査・予測が必要に

なると考えられる。 

・指摘項目について方法書段階以降の

検討における水質調査とするととも

に、底層 DO を予測項目とする。 

大学教授 

（環境流体力学） 

・配慮書段階では十分なモデルを選定してい

る。 
－ 

・方法書段階以降では、風や日潮不等を考慮

したモデルとすることについても検討が必

要と考えられる。 

・方法書段階以降の検討に用いるモデ

ルにおいて事業実施想定区域におけ

る風や日潮不等が評価結果に及ぼす

影響の多寡等も踏まえて検討する。 

大学准教授 

（環境水理学） 

・底層では南西からの流れが強い海域のため、

潮流調査などを検討した方が良いと考えら

れる。 

・方法書段階以降の検討における調

査・予測項目とする。 

 

・配慮書段階では十分なモデルを選定してい

る。 
－ 

・予測では SS の発生位置を複数設定している

が、実際の工事では SS の発生量には複数の

発生源でばらつきがあると考えられる。予

測で設定している条件を明記すべき。 

・予測では均等に SS が発生するとして

計算していることを配慮書に明記す

る。 

・水質の予測項目に「DO」も加えるべきと考

えられる。 

・底層 DO も含め、方法書段階以降の

検討における調査・予測項目とする。 

大学教授 

（沿岸資源生態学） 

・配慮事項として、「流れ」の検討が必要と考

えられる。 

・「潮流」は主務省令の参考項目となっ

ていないため、計画段階配慮事項と

はせず、方法書段階以降の検討にお

ける調査・予測項目とする。 

動物・ 

植物・ 

生態系 

大学教授 

（沿岸資源生態学） 

・対象事業実施想定区域の西側などで調査を

実施すれば、重要な種が出てくる可能性が

あるのではないかと考えられる。 

・方法書段階以降の検討における調

査・予測項目とする。 

・水の汚れは COD 等で評価しているが、生物

に最も影響を与えるのは DO であり、留意

する必要があると考えられる。 

・底層 DO を含めて DO を方法書段階

以降の検討における調査・予測項目

とする。 

・生物全体の種数の変化や種組成の変化を確

認したり、生物に強く影響する海域の DO

の長期モニタリングを実施したりすること

が必要と考えられる。 

・方法書段階以降の検討において、底

層 DO の観点から調査を行うととも

に、DO のみならず生物の種数、組成

の変化にも注目して事後調査を実施

する。 

その他 
大学准教授 

（沿岸海洋学） 

・「六甲アイランド南建設事業」での評価を前

提として利用しているため、本事業と「六

甲アイランド南建設事業」の事業の違いを

明示すべき。 

・既に環境影響評価を実施している六

甲アイランド南建設事業との相違点

を記載する。 




